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Ｑ１ 補助金の交付を受けるために、具体的にどのような手続きが必要ですか？ 

Ａ１ まず、交付申請書を提出いただき、都が申請書類の審査を行った上で、補助金受付

の可否を通知（交付決定通知）し、概算払により補助金を交付します。 

その後、事業の完了を実績報告書により確認した後、額の確定及び精算を行いま

す。なお、令和５年５月末頃までの精算を予定しています。 

各書類の提出期限は厳守してください。なお、申請書類に不備等があると、補助対

象経費として算定されず、補助金が交付されない場合がございます。 

また、書類審査中、申請事業者に対して追加の提出書類の依頼や書類内容の確認依

頼等をさせていただく場合がございます。 

 

Ｑ２ 補助金申請のスケジュールは？ 

Ａ２  スケジュールは以下のとおりです。 

【原則】変更交付申請のない場合 

 

※スケジュールは現時点での予定ですので、今後変更になる場合があります。 

※なお、交付決定額が補助額の上限となりますので、その後計画変更等により、

対象経費が増額となったとしても、補助額を上乗せすることはできませんの

で、ご注意ください。（変更交付申請（提出期限は交付決定通知発出日の１０

日後を予定）を除く） 

 

Ｑ３ 支払いの際に納品書及び領収書を徴取する必要はありますか？ 

Ａ３ 実績報告書提出時に納品書及び領収書の都への提出は求めない予定です。しかし、

納品書及び領収書と等の使用した費用の分かる書類は、事業所の責任で徴取し、保

管・整理してください。また、実績報告書提出時に補助対象期間中の補助対象（食

材費、光熱水費及び燃料費）に使用した費用の総額表を御提出いただく必要があり

ますので、使用した費用は分かるようにしてください。 

事業者 東京都 目安の時期 

交付申請 

請求書の提出 

 令和４年１２月２３日まで（厳

守） 

 交付決定 １月頃 

 概算払 ２月頃 

実績報告  補助事業完了後１０日以内（遅く

とも令和５年４月１０日まで） 

 額の確定 令和５年４月下旬 

精算戻入 

精算書の提出 

 ５月初旬 
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Ｑ４ 交付決定後、各月 1日時点における定員数に変更が生じた場合に必要な手続きは？ 

Ａ４ 変更交付申請（提出期限は交付決定通知発出日の１０日後を予定）までに変更後の

定員数での申請をしてください。変更交付申請提出期限後の変更は認められませ

ん。 

 

Ｑ５ 施設所在地の自治体が類似の事業を実施します。都と他自治体両方の事業を活用で

きますか？ 

Ａ５ 補助金交付要綱第１５条に基づき、他の公的制度の対象となっている案件につい

て、都と他自治体双方から補助金交付を受けることはできません。 

なお、例えば入所が６０名、通所は８０名定員の施設において、施設所在地の自治

体から、通所８０名から入所６０名分を除いた通所のみ２０名分の補助を受けてい

る場合、都から入所６０名分の事業を活用することは可能です。 

また、本事業に対して、区市町村が独自事業として補助基準額（１人当たり１日１

５８円）の上乗せや補助対象経費（利用者に価格転嫁できない食材費、光熱水費及

び燃料費の物価高騰相当分）の拡大を実施する場合、区市町村からの補助も受ける

ことが可能です。 

【基本的な考え方】 

・対象経費が重複する他の補助金の交付を受けている場合は対象外 

   【入所分として他からの補助を受給する場合】 

   ・区市町村が実施する障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策事業分との重複に

ついては切り分けて申請が必要 

・区市町村や他県が「独自」に上乗せ・横出しをする場合は、重複申請可 

    ※精算時の基準額は、使用経費総額から他の補助金の重複分相当額を減じたもの

となります。 

   【通所分として区市町村補助を受給する場合】 

・入所利用者、外部利用者の切り分けが可能な場合は、外部利用者分だけ区市町村

補助受給可 

・入所利用者、外部利用者の切り分け不可の場合は、精算時に区市町村補助分を減

額 

   【その他】 

・医療型については、医政部事業の補助金を受給した場合は、本事業の申請不可

（障害部事業又は医政部事業のいずれかを選択） 

 

Ｑ６ 定員数及び現員数の考え方は？ 

Ａ６ 施設入所支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の定員数及び現員数
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になります。 

例えば、入所が６０名、通所は８０名定員（現員）の施設は６０名となります。 

また、定員数及び現員数は各月１日時点の人数が基準となります。 

 

Ｑ７ １法人から複数事業所の申請は可能ですか？ 

Ａ７ 可能です。 

 

Ｑ８ 公設民営の施設は申請可能ですか。 

Ａ８ 国または地方公共団体が設置する施設、指定管理者が管理する施設及び公設民営の

施設は対象外です。 

 

Ｑ９ 都外施設等は申請可能ですか？ 

Ａ９ 以下の施設は申請が可能です。 

「東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱（都外障害者支援施設）」

（平成２３年３月３０日付２２福保障居第２６６３号）の別表１に規定する都外独

占施設及び都外協定施設並びに「東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交

付要綱（障害児施設）」（平成１６年３月３０日付１５福障施第１７４４号）第２に規

定する都外都民施設及び協定施設 

 

※「東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱（医療型障害児施設）」

（平成１１年１２月１日付１１衛健母第９８６号）第３に規定する交付対象施設は

対象外です。 

 

Ｑ10 補助対象となる費用は何ですか？ 

Ａ10 令和４年１０月１日から令和５年３月３１日までに発生した、利用者に価格転嫁で

きない食材費、光熱水費及び燃料費の物価高騰相当分が対象です。 

 

Ｑ11 都が交付決定するよりも前に購入した費用は、補助の対象となりますか？ 

Ａ11 交付決定よりも前に購入した食材等の補助対象経費も、購入（納品及び支払）が令

和４年１０月１日から令和５年３月３１日までに発生した費用であれば遡って補助

対象とすることができます。 

 

Ｑ12 実績報告書別紙２の「補助対象に使用した費用の総額表」の各費用について、費用が

納品（発生）された月と支払った月のどちらの月の額を記入すればよいですか？ 

Ａ12 原則、支払った月の額を記入してください。 
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Ｑ13 実績報告書別紙２の「補助対象に使用した費用の総額表」について、実績報告書提出

期限までに令和 5年 3月分の実績が分かりませんがどのようにすればよいですか？ 

Ａ13 確定している金額のみを記入してください。実績報告書別紙１における基準額（Ａ）

（各月 1 日時点における現員数、補助対象日数及び補助基準額（158 円）を乗じて得

た額の合計）を上回っていれば構いません。 

 

Ｑ14 申請者の所在地・名称・代表者職氏名、代表者印に変更があった際の手続きは？ 

Ａ14 途中で変更があった際には、速やかに変更内容が確認できる資料（法人登記簿全部

事項証明書等）を提出し、変更理由を説明してください。 

 

Ｑ15 都外独占施設、都外協定施設、都外都民施設及び協定施設における定員数及び現員数

の考え方は？ 

Ａ15 障害者支援施設の都外独占施設の場合、施設入所支援の施設全体の定員数及び現員

数になります。 

障害者支援施設の都外協定施設の場合、施設入所支援の定員数及び現員数のうち、

特別区及び東京都に存する市町村の介護給付費等の支給を受ける者の数になりま

す。 

   福祉型障害児入所施設の都外独占施設及び協定施設の場合、定員は協定定員、現員は

東京都及び都内区市町村が実施機関の措置及び契約の人数になります。 

 

Ｑ16 障害児入所施設に入所する過齢児や、療養介護での入所者の扱いは？ 

Ａ16 福祉型障害児入所施設に入所する過齢児及び医療型障害児入所施設に療養介護で入

所している者は障害児入所施設の現員に含めてかまいません。 


